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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークプロトコルスタックに従って形成され、セルラー基地局からオフロードさ
れるユーザデータを含む無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）パケットを受信す
るよう構成されたユーザ機器（ＵＥ）用の回路であって、
　前記ユーザデータが、データ無線ベアラを識別するデータ無線ベアラ識別子（ＤＲＢＩ
Ｄ）に基づいて送信されるべき前記ネットワークプロトコルスタックの上層に関連付けら
れた前記データ無線ベアラの前記ＤＲＢＩＤを格納するよう構成されたメモリと、
　ベースバンド処理回路と
を備え、
　前記ベースバンド処理回路は、
　前記データ無線ベアラを識別すべく、前記ＷＬＡＮパケットの第１データユニットを処
理し、前記第１データユニットは、前記ネットワークプロトコルスタックの下層に関連付
けられ、ヘッダとデータフィールドを含み、前記ヘッダは、前記ＤＲＢＩＤを有し、前記
データフィールドは、前記ユーザデータを含む第２データユニットを有し、
　前記第１データユニットからの前記ＤＲＢＩＤ及び前記ヘッダを有さない前記第２デー
タユニットを生成し、
　前記ユーザデータを含む前記第２データユニットを前記データ無線ベアラで送信するよ
うに構成される、回路。
【請求項２】
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　前記下層は、ＷＬＡＮ物理レイヤに対応する、請求項１に記載の回路。
【請求項３】
　前記下層は、ＷＬＡＮデータリンクレイヤに対応する、請求項１に記載の回路。
【請求項４】
　前記上層は、パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤに対応す
る、請求項１に記載の回路。
【請求項５】
　前記ヘッダは、予約されたビットである１または複数のビットを含む、請求項１から４
の何れか１つに記載の回路。
【請求項６】
　前記データフィールドは、可変サイズである、請求項１から４の何れか１つに記載の回
路。
【請求項７】
　前記ベースバンド処理回路は、ユーザデータオフロードを構成する無線リソース制御（
ＲＲＣ）メッセージを処理するようにさらに構成される、請求項１から４の何れか１つに
記載の回路。
【請求項８】
　前記ＷＬＡＮパケットは、ＷＬＡＮを介して前記ＵＥに前記ユーザデータを転送するた
めのイーサタイプを含む、請求項１から４の何れか１つに記載の回路。
【請求項９】
　前記データ無線ベアラは、分割ベアラである、請求項１から４の何れか１つに記載の回
路。
【請求項１０】
　無線通信システム用のユーザ機器（ＵＥ）用の回路であって、
　データ無線ベアラを識別するデータ無線ベアラ識別子（ＤＲＢＩＤ）及びユーザデータ
を含む第１データユニットを格納するよう構成されたメモリと、
　プロセッサと
を備え、
　前記プロセッサは、
　前記ユーザデータが前記ＤＲＢＩＤに基づいて送信されるべきパケットデータコンバー
ジェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤに関連付けられたデータ無線ベアラを識別すべく
、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）レイヤからの前記第１データユニットを
処理し、
　前記第１データユニットからの前記ＤＲＢＩＤ及び関連付けられたヘッダ情報の除去に
より、前記ユーザデータを含む第２データユニットを生成し、
　前記ＰＤＣＰレイヤに関連付けられた前記データ無線ベアラで前記第２データユニット
を送信するように構成される、回路。
【請求項１１】
　前記ＷＬＡＮレイヤは、物理またはデータリンクレイヤである、請求項１０に記載の回
路。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、ユーザデータオフロードを構成する無線リソース制御（ＲＲＣ）メ
ッセージを処理するようにさらに構成される、請求項１０に記載の回路。
【請求項１３】
　前記データ無線ベアラは、分割ベアラである、請求項１０から１２の何れか１つに記載
の回路。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、前記分割ベアラのパケットを並び替えするようにさらに構成される
、請求項１３に記載の回路。
【請求項１５】
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　セルラー基地局の１または複数のプロセッサに、
　パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤからの第１パケットを
処理する工程と、
　前記第１パケットと、前記第１パケットが関連付けられたデータ無線ベアラを識別する
データ無線ベアラ識別子（ＤＲＢＩＤ）を含む第２パケットを生成する工程と、
　ユーザ機器（ＵＥ）と前記セルラー基地局との間の無線ローカルエリアネットワーク（
ＷＬＡＮ）接続を介した前記ＵＥへの送信のために下層に前記第２パケットを提供する工
程と
を実行させるためのプログラム。
【請求項１６】
　前記第２パケットが前記データ無線ベアラに関連付けられたユーザデータを含むことを
示す前記第２パケットに対するイーサタイプを含めることを含む処理を、前記１または複
数のプロセッサにさらに実行させる、請求項１５に記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記ＷＬＡＮ接続を介したユーザデータオフロードを構成する無線リソース制御（ＲＲ
Ｃ）メッセージを生成することを含む処理を、前記１または複数のプロセッサにさらに実
行させる、請求項１５に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記ＷＬＡＮ接続を介してパケットを送信するために前記データ無線ベアラは、分割ベ
アラである、請求項１５に記載のプログラム。
【請求項１９】
　前記下層は、ＷＬＡＮ物理レイヤである、請求項１５に記載のプログラム。
【請求項２０】
　前記下層は、ＷＬＡＮデータリンクレイヤである、請求項１５に記載のプログラム。
【請求項２１】
　請求項１５から２０の何れか１つに記載のプログラムを格納するコンピュータ可読記録
媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願］
　本出願は、２０１４年３月１３日に出願された米国仮特許出願第６１／９５２，７７７
号、代理人整理番号第Ｐ６４４０８Ｚ号への利益を主張し、当該出願は、その全体が参照
により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　特許請求の範囲に記載される発明の実装は、一般的に、ワイヤレス通信の分野に関連し
得る。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）は、家庭、学校、コンピュータ研
究施設、又はオフィスビルのような比較的小さなエリア内で、多くの場合、拡散スペクト
ル方式又は直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）方式無線であるワイヤレス分散メソッドを使
用する、２又はより多くのデバイスをリンクするＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）を有
するワイヤレスコンピュータネットワークである。このワイヤレス分散メソッドは、ユー
ザにネットワーク接続を維持し、それにより、より幅広いインターネットへの接続を容易
にしながら、ローカルカバレッジエリア内の周囲を移動する能力を提供する。最新のＷＬ
ＡＮは、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）の商標の下で商業利用される、米国電気電子技術者協会
（ＩＥＥＥ）８０２．１１の規格に基づく。
【０００４】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）の技術報告（ＴＲ）第２３．８５
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２（バージョン１２．０．０）は、ＷＬＡＮ経由のポイントツーポイント（ｐｔ－ｔｏ－
ｐｔ）通信リンクの識別の複数の態様を記述する。しかしながら、ＴＲ２３．８５２にお
いて説明されるポイントツーポイント通信リンクは、ユーザ機器デバイス（又は単にＵＥ
）と信頼ＷＬＡＮアクセスゲートウェイ（ＴＷＡＧ）との間にある。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）ベースの統合ＷＬＡＮ及び３ＧＰＰネット
ワークアーキテクチャのブロック図である。
【０００６】
【図２】ＷＬＡＮトンネリングプロトコル（ＷＬＴＰ）を有する第１の実施形態による、
インターネットプロトコル（ＩＰ）ベースのユーザプレーントンネリングプロトコルスタ
ックのブロック図である。
【０００７】
【図３】ＷＬＴＰを有する第２の実施形態による、パケットデータコンバージェンスプロ
トコル（ＰＤＣＰ）ベース又は無線リンク制御（ＲＬＣ）ベースのユーザプレーントンネ
リングプロトコルスタックのブロック図である。
【０００８】
【図４】ＷＬＴＰを除く別の実施形態によるＩＰベースのユーザプレーントンネリングプ
ロトコルスタックのブロック図である。
【０００９】
【図５】ＷＬＴＰトランスポートベースの制御メッセージプロトコルスタックのブロック
図である。
【００１０】
【図６】２つ実施形態によるＷＬＡＮパケットフォーマットの一対のブロック図である。
【００１１】
【図７】拡張されたＩＰベースのユーザプレーントンネリングプロトコルスタックのブロ
ック図である。
【００１２】
【図８】拡張されたＰＤＣＰデータプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）フォーマットの
ブロック図である。
【００１３】
【図９】ＵＥのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本開示は、第１のポイントとしてのＵＥと、第２のポイントとしての進化型ユニバーサ
ル地上波無線アクセスネットワークノードＢ（進化型ノードＢとしても知られ、ｅＮｏｄ
ｅＢ又はｅＮＢのように省略される）との間のＷＬＡＮ経由のセルラートラフィックのル
ーティング、及びそれにより３ＧＰＰ　ＲＡＮアンカーＷＬＡＮを確立するためのＷＬＡ
Ｎポイントツーポイント通信リンクの特徴を説明する。言い換えれば、本開示は、ｅＮＢ
とＵＥとの間のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ワイヤレスポイントツーポイン
ト通信リンク又はＷＬＡＮのいずれかにわたって伝達されるセルラーデータの送信中に、
ＵＥが使用するための別の可能性がある無線インタフェースとしてのＷＬＡＮ技術の設置
のための技術を説明する。
【００１５】
　前述のポイントツーポイント通信リンクのための例示的な設置モデルは、ｅＮＢのより
大きなセルラーカバレッジセル内の少なくとも１つのＷＬＡＮ　ＡＰを含むｅＮＢを有す
る。そのような構成において、ＷＬＡＮ　ＡＰは、ｅＮＢによって従来の有線又はワイヤ
レス接続を使用して又はｅＮＢシステムの一体的なコンポーネントとしてネットワーク接
続される。ｅＮＢとＵＥとの間のＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを確立するこ
とを目的として、ＵＥは、（従来のＷＬＡＮネットワーク規格に従って）ＷＬＡＮ通信リ
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ンクを介してＷＬＡＮ　ＡＰにワイヤレスで接続される。ＷＬＡＮポイントツーポイント
通信リンクが、本開示の後に続く段落に説明される技術に従って確立されるものと仮定す
ると、設置モデルは、ｅＮＢのものとは異なるＷＬＡＮスペクトルを用いる小さなＷＬＡ
Ｎセルを有する。小さなＷＬＡＮセルは、ＵＥに利用可能な総帯域幅を効果的に増加する
補足的な帯域幅を提供する。
【００１６】
　以下の説明は、以下でまとめられる４つのサブセクションによって体系化される。
【００１７】
　第１のサブセクションは、ＵＥ（クライアントとも呼ばれる）とｅＮＢ（基地局とも称
される）との間のＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを含むエンドツーエンドセル
ラーネットワークの実施形態の概要を提供する。
【００１８】
　第２のサブセクションは、ＵＥの媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレス又は他の固有の
識別子により識別される単一のリンク、又は各リンクがＵＥのデータ無線ベアラ（ＤＲＢ
）に対応する幾つかのリンクのいずれかを有し得る、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信
リンクを識別するための更に詳細な技術を記述する。３ＧＰＰの用語において、ベアラは
、トラフィックについての特定の規格の処理を確立する１組のネットワークパラメータを
有するトラフィックのクラスを表す。そして、複数のＤＲＢは、無線インタフェース上で
ユーザプレーントラフィック（即ち、ユーザデータ）を搬送する。従って、第２のサブセ
クションは、例えばＵＥ及びｅＮＢのＭＡＣアドレス又は識別子により特定されるＵＥ毎
及びＤＲＢ毎のＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを有する実施形態を説明する。
【００１９】
　第３のサブセクションは、ＬＴＥリンクを迂回し、それにより３ＧＰＰプロトコルスタ
ックの異なる深度におけるセルラートラフィックのオフロードをすることを目的として、
ＷＬＡＮにわたってセルラートラフィック送信及び受信するための、ＵＥ及びｅＮＢ通信
回路により使用されるトンネリングレイヤ及びフォーマットを説明する。言い換えれば、
第３のサブセクションは、様々なタイプのペイロードを識別し、ＷＬＡＮポイントツーポ
イント通信リンクにわたって以下の機能をサポートすべく、どのようにＵＥ及びｅＮＢが
データパケットをフォーマットし、それらを例えば、データリンクレイヤ（レイヤ２、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１フレーム）の後で、パケットヘッダを有するＷＬＴＰを使用して伝送
するかに関する。即ち、機能とは、パケットが制御メッセージのためであるか又はデータ
メッセージのためであるかを識別、データメッセージである場合、どのＤＲＢにパケット
が属するかを識別、サービス品質（ＱｏＳ）遅延又はパケット損失測定のような測定をサ
ポート、及びＷＬＡＮとＬＴＥとの間のベアラ分割である。
【００２０】
　第４のサブセクションは、ＵＥの例を説明し、他の例示的な実施形態を提供する。
【００２１】
　複数の追加的な態様及び利点は、添付の図面を参照して進む、以下の実施形態の詳細な
説明から明らかであろう。同一の参照番号は、異なる図面において同一又は類似の要素を
識別するために使用されてよい。以下の説明において、説明の目的のため、限定のためで
なく、特許請求される発明の様々な態様の深い理解を提供すべく、特定の構造、アーキテ
クチャ、インタフェース、技術等のような具体的な詳細が記載される。しかしながら、本
開示からの恩恵を有する当業者には、特許請求される本発明の様々な態様は、これらの具
体的な詳細から離れた他の例において実施されてよいことが明らかであろう。特定の例に
おいて、不必要な詳細により本発明の説明を曖昧にしないことを目的として、周知の複数
のデバイス、回路、及び方法の説明は、省略される。また、余談ではあるが、当業者であ
れば、「／」の使用が簡略化の目的であることを認識するであろう。例えば、「Ａ／Ｂ」
という語句は（Ａ）、（Ｂ）、又は（Ａ及びＢ）を意味し、これは「Ａ及び／又はＢ」と
いう語句と同義である。そして、「Ａ、Ｂ、及びＣのうちの少なくとも１つ」という語句
は、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ａ及びＢ）、（Ａ及びＣ）、（Ｂ及びＣ）、又は（Ａ、
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Ｂ、及びＣ）を意味する。
【００２２】
　［ネットワークの概要］　図１は、ＬＴＥワイヤレスネットワークについての３ＧＰＰ
の標準化の今度の１３番目のリリースにおいて３ＧＰＰ　ＲＡＮワーキンググループによ
り標準化される可能性が高いネットワークアーキテクチャ１００を示す。ネットワークア
ーキテクチャ１００は、ＵＥ１１０、ｅＮＢ１２０、及び進化型パケットコア（ＥＰＣ）
の以下の２つのゲートウェイエンティティ、即ち、サービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）
１３０及びパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ（ＰＤＮ　ＧＷ、又はＰ
－ＧＷ）１４０を含むセルラー通信のためのエンドツーエンドネットワークを示す。当業
者であれば、ＥＰＣは、簡単のために、図１には不図示の他の複数のネットワークエンテ
ィティ及びインタフェースを通常有することを認識するであろう。
【００２３】
　図９を参照して後に続く段落において更に詳細に説明される例である、ＵＥ１１０は、
無線インタフェースＵｕ１５０（セルラーリンクとも称される）を介して、ｅＮＢ１２０
と通信する。無線インタフェースＵｕは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ワイ
ヤレスネットワークについての３ＧＰＰ規格において規定される、ワイヤレス無線通信チ
ャネルを備え得る。
【００２４】
　Ｓ１インタフェース１６０を介してｅＮＢ１２０と通信するＳ－ＧＷ１３０は、ネット
ワークアーキテクチャ１００ワイヤレス無線側とＥＰＣ側との間の相互接続のポイントを
提供する。Ｓ－ＧＷ１３０は、イントラＬＴＥモビリティ、即ち、複数のｅＮＢの間のハ
ンドオーバ及びＬＴＥ及び他の３ＧＰＰアクセスとの間のハンドオーバの場合のアンカー
ポイントである。Ｓ－ＧＷ１３０は、Ｓ５／８インタフェース１７０を介して他のゲート
ウェイ、Ｐ－ＧＷ１４０に論理的に接続される。３ＧＰＰ規格は、Ｓ－ＧＷ１３０及びＰ
－ＧＷ１４０を別々に特定するが、実際、これらのゲートウェイは、ネットワーク機器ベ
ンダにより提供される共通のネットワークコンポーネントとして組み合わされてよい。
【００２５】
　Ｐ－ＧＷ１４０は、ＥＰＣと外部インターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワーク（不
図示）との間の相互接続のポイントを提供する。外部ＩＰネットワークは、ＰＤＮとも呼
ばれる。Ｐ－ＧＷ１４０は、ＩＰパケットを複数のＰＤＮへ及びＰＤＮからルーティング
する。
【００２６】
　前述のエンドツーエンドセルラーネットワークコンポーネントに加えて、図１はまた、
ＵＥ１１０がＹｙインタフェース１９０を経由してＷＬＡＮ１８０を介してｅＮＢ１２０
と通信することを示す。Ｙｙインタフェース１９０は、ＵＥ１１０とそれに関連付けられ
たセルラー基地局、ｅＮＢ１２０との間の動作ネットワーク接続及びプロトコルを表す。
言い換えれば、Ｙｙインタフェース１９０は、ＷＬＡＮ１８０経由のＵＥ１１０のセルラ
ートラフィックをルーティングするための、ＵＥ１１０とｅＮＢ１２０との間のＷＬＡＮ
ポイントツーポイント通信リンクにより実現され得る論理的インタフェースである。この
ため、用語「Ｙｙインタフェース」及び「ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク」は
、ほとんどの部分に対して交換可能に使用される。
【００２７】
　［ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクの識別］
　最初に、ＵＥ１１０及びｅＮＢ１２０は、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク１
９０を識別するための複数のパラメータを交換すべくシグナリングを実行する。例えば、
ｅＮＢ（基地局）１２０は、リンク１９０のための識別子を要求すべく、メッセージ、即
ち、制御メッセージ、制御信号、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージ、又は他のタイ
プのメッセージをＵＥ１１０に送信するであろう。このサブセクションは、複数のＷＬＡ
Ｎポイントツーポイント通信リンクを識別するための２つのアプローチを説明する。
【００２８】
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　第１のアプローチは、ＵＥ毎のベースでリンクを識別することを伴う。言い換えれば、
各ＵＥは、そのＵＥ自体とｅＮＢとの間の１つのＷＬＡＮポイントツーポイント通信リン
クをそれらの間のトラフィックを通信するために収容し得る。アーキテクチャ１００への
このアプローチの適用をして、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク１９０は、ＵＥ
１１０に対して使用される固有のＭＡＣアドレスと、ｅＮＢ１２０に対して使用されるＭ
ＡＣアドレスとの組み合わせにより規定される。このアプローチは、各ＵＥが固有のＭＡ
Ｃアドレスを有し、それ故、ＵＥ１１０が自身の固有のＭＡＣアドレスにより識別可能で
あるという事実に依拠する。そして、ｅＮＢ１２０のｖ－ＭＡＣ識別子（ＭＡＣアドレス
）と組み合わせて固有のＭＡＣアドレスは、それ故、ＵＥ毎のベースでＷＬＡＮポイント
ツーポイント通信リンク１９０を識別するよう使用されてよい。第１のＵＥ毎のアプロー
チに従うと、ＷＬＡＮ１８０へオフロードされるトラフィックは、１つのＷＬＡＮポイン
トツーポイント通信リンクにおいて届けられ、１つのｖ－ＭＡＣ識別子（ＭＡＣアドレス
）が、ｅＮＢ１２０に対して使用される。
【００２９】
　第２のアプローチは、ＤＲＢ毎のベースでのリンクの識別を伴い、この場合ＵＥは、Ｕ
Ｅが用いるＤＲＢの数に基づいて複数のリンクを収容してよい。例えば、ＵＥ１１０が２
つのＤＲＢを有する場合、それは、ｅＮＢ１２０との２つのＷＬＡＮポイントツーポイン
ト通信リンク１９０もまた有してよい。３ＧＰＰ規格は、現在、ＵＥに対し８つのＤＲＢ
の最大数を特定しており、この場合、ＵＥ１１０は、最大８つのＷＬＡＮポイントツーポ
イント通信リンク１９０を収容し得る。しかし、この第２のアプローチにおいて、ｅＮＢ
１２０の単一のＭＡＣアドレスは、全ての８つのリンクを容易に識別出来ない。よって、
第２の実施形態に従うと、図１におけるＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク１９０
の図示は、各接続を区別すべく異なるｖ－ＭＡＣ識別子を使用することによりＤＲＢ毎に
確立される複数のリンクを実際に表す。第２の、ＤＲＢ毎のリンクアプローチにおいて、
ＵＥは、別個のＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクにおいて届けられたＵＥの異な
るＤＲＢからのＵＥのトラフィックを有し、ＵＥの複数のＤＲＢからのトラフィックを識
別すべく、最大の８つのＭＡＣ識別子（ＭＡＣアドレス）がｅＮＢ１２０で使用される。
【００３０】
　２つのアプローチの両方では、パケットの送信元であるＤＲＢを識別することを目的と
して、各パケットにおける追加的なパケットヘッダ情報の使用もまた検討される。ＤＲＢ
を識別する追加的な情報は、ＱｏＳのようなそれぞれのＤＲＢパラメータを満たすべく、
ｅＮＢ１２０により使用されてよい。言い換えれば、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信
リンク１９０上の複数のＤＲＢを識別するためのメカニズムは、ｅＮＢ１２０及びＵＥ１
１０がＷＬＡＮ１８０のトラフィックを対応するＵＥ毎又はＤＲＢ毎のＰＤＣＰ／ＲＬＣ
のコンテクストにマッピングすることを可能とする。例えば、幾つかの実施形態において
、ＷＬＴＰパケットヘッダ（図６）におけるＤＲＢ識別子は、ＷＬＡＮポイントツーポイ
ント通信リンク１９０上の複数のＤＲＢを識別するよう使用されてよい。他の複数の実施
形態において、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラ識別子、論理チャネル識別子（
ＬＣＩＤ）、又は任意の他の識別子が使用されてよい。
【００３１】
　両方のアプローチにおいて、ｅＮＢ１２０は、ｅＮＢ１２０のｖ－ＭＡＣ識別子（ＭＡ
Ｃアドレス）についてのＵＥ１１０に情報を提供すべく、少なくとも１つのＲＲＣメッセ
ージ（又は同様のメッセージ）を送信してもよい。しかし、当業者は、幾つかの他の実施
形態において、例えば、ｅＮＢからＡＰへと転送されるランダムに生成された識別子、国
際モバイル加入者識別（ＩＭＳＩ）、又は他の複数のネットワークエンティティのような
他の複数の識別子が使用されてよいこともまた認識するであろう。更に、コンピュータネ
ットワーキングの７レイヤオープンシステム相互接続（ＯＳＩ）モデルにおけるデータリ
ンクレイヤ（レイヤ２）に対して、ＷＬＡＮリンクにわたるレイヤ２のトンネリングの識
別は、ＵＥ及びｅＮＢ／ＡＰ　ＭＡＣ識別子の使用、又はＴＲ　２３．８５２における検
討中の、例えば、仮想ＭＡＣ及び仮想ローカルエリアネットワーク識別子のような複数の
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識別子の再使用を含む。
【００３２】
　幾つかの実施形態において、ＷＬＴＰ動作は、拡張されたＲＲＣを使用して構成されて
よい。これは、ｅＮＢ１２０又はＵＥ１１０により開始されてよい。両方の場合において
、ｅＮＢ１２０とＵＥ１１０との間で交換される複数のメッセージは、ＷＬＴＰトンネリ
ングの確立を許容する。即ち、複数のメッセージはＵＥ識別子及びベアラ識別子を含む。
そのようなメッセージ交換の例は、以下のように説明される。
【００３３】
　ＷＬＴＰを構成すべく、ｅＮＢ１２０は、セルラーリンク１５０経由でＵＥ１１０へＲ
ＲＣメッセージを送信し、メッセージは、ユーザプレーンＷＬＴＰに対してｅＮＢ１２０
のＭＡＣアドレス（又は複数のＭＡＣアドレス）を提供する。複数のＭＡＣアドレスは、
ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク１９０がＤＲＢ毎の場合に提供されてよい。制
御プレーンＷＬＴＰに対して、メッセージはまた、ｅＮＢ１２０のＭＡＣアドレス又はユ
ーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）サーバポート及びＩＰアドレスを有してよい。制
御プレーンＷＬＴＰが、ユーザプレーンＷＬＴＰと同一のＷＬＡＮポイントツーポイント
通信リンク１９０を使用する場合、制御プレーンリンク識別情報は、オプション的である
ことに留意されたい。
【００３４】
　メッセージに応答して、ＵＥ１１０は、ＲＲＣメッセージにおいて以下の情報を送信す
る。即ち、リンクのＵＥ１１０側でユーザプレーン及び制御プレーンの両方に対してＷＬ
ＴＰを終了すべく使用され得る、ＵＥ１１０のＭＡＣアドレスである。
【００３５】
　［リンクプロトコルの定義］
　このサブセクションの以下の段落は、ユーザプレーントンネリングプロトコルスタック
についての実施形態を説明する。これは、トラフィックがＬＴＥトラフィックから分割さ
れ、代わりにＷＬＡＮ１８０にわたってルーティングされる、プロトコルスタック深度に
各々基づく３つの変更形態を含む。従って、図２、図３及び図４は、ユーザプレーントン
ネリングについてのそれぞれ第１、第２、及び第３の実施形態を示す。また、２つの制御
プレーントンネリングの実施形態は図５及び図６において示される。
【００３６】
　余談ではあるが、幾つかの図面は、目下の説明に直接的に関係しないが、その他の点で
完全性のためには含まれる、様々なプロトコルレイヤを示すことに留意されたい。例えば
、これらの複数の他のプロトコルレイヤは、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）トン
ネリングプロトコル（ＧＴＰ）、ＵＤＰ、及び幾つかの物理レイヤ１及びデータリンクレ
イヤ２（Ｌ１／Ｌ２）プロトコルを含む。
【００３７】
　図２－図４の実施形態は、それらの複数の類似点及び相違点の簡単な比較により理解さ
れることが可能である。例えば、図２及び図３は類似であり、これは、図２及び図３の両
方がプロトコルスタックにおけるＷＬＴＰの使用を含むからである。その一方で、図４の
実施形態は、ＷＬＴＰを欠く。
【００３８】
　一般的に図２及び図３に関して言うと、ＷＬＴＰは、幾つかの異なる方法で定義され得
るＷＬＴＰトランスポートレイヤを含む。例えば、ＷＬＴＰトランスポートレイヤは、イ
ーサネット（登録商標）フレームとして定義され得、又はＵＤＰ／ＩＰフレームとして定
義され得る。ＷＬＴＰペイロードが規定される限り、これらの従来のトランスポートレイ
ヤのいずれのタイプもＷＬＴＰトランスポートレイヤとして機能し得る。例えば、ＵＤＰ
／ＩＰの場合、専用ポート番号は、ＷＬＴＰペイロードを含むものとしてＵＤＰ／ＩＰパ
ケットを識別するよう機能し得る。
【００３９】
　ＷＬＴＰトランスポートレイヤに加えて、送信の準備としてのＩＰパケットセットアッ



(9) JP 6376478 B2 2018.8.22

10

20

30

40

50

プを提供するＷＬＴＰカプセル化レイヤもまた存在する。ＱｏＳ測定及びベアラ分割を含
む、以前に注意された機能をサポートするためのペイロード情報を識別するＷＬＴＰカプ
セル化レイヤにおいてヘッダ値により規定される制御メッセージの説明に関連して、例示
のＷＬＴＰカプセル化レイヤフォーマットは、後に続く段落において定義される。しかし
ながら、カプセル化は、ＷＬＴＰ機能をサポートするための情報（ＷＬＴＰにより使用さ
れるＱｏＳ、シーケンス番号、及び他の情報）を規定するパケットヘッダであると考えら
れてよいことをここで言えば十分である。述べられるように、ＷＬＴＰカプセル化を使用
することの恩恵は、受信機がパケット損失レート及び遅延バリエーションのようなＱｏＳ
を測定することを許容することである。
【００４０】
　図２は、トラフィック分割のために使用される（図２において網掛けで示される）複数
のＷＬＴＰトンネリングレイヤ２３０として集合的に呼ばれる、ＷＬＴＰトランスポート
レイヤ２１０及びＷＬＴＰカプセル化レイヤ２２０を示すプロトコルスタック２００のブ
ロック図である。図２は、複数のＷＬＴＰトンネリングレイヤ２３０がＩＰレイヤ２４０
の直下にあり、その結果、ＩＰパケットが、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク１
９０経由で送信されるＷＬＴＰパケット内にネストされることを示す。具体的には、ＩＰ
トラフィックは、複数のＷＬＴＰトンネリングレイヤ２３０にわたって、ＩＰバージョン
４（ＩＰｖ４）パケット又はＩＰバージョン６（ＩＰｖ６）パケットの形式を有する複数
のＷＬＴＰペイロードとして送信される。同様に、ＷＬＴＰトンネリングレイヤ２３０と
並列に、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）における無
線トラフィックスタックのＰＤＣＰレイヤ２５０は、Ｕｕ　ＬＴＥセルラーリンク１５０
上で搬送されるＩＰパケットをカプセル化する。
【００４１】
　以前に検討されたように、複数のベアラは、別々にルーティングされてよく、この場合
、複数のベアラは、利用可能な無線アクセス技術（即ち、ＬＴＥ又はＷＬＡＮ）の１つの
中で個別にルーティングされる。他の複数の実施形態において、単一のベアラは、ＬＴＥ
とＷＬＡＮとの間で分割されてよい。スタック２００において、ｅＮＢ１２０がダウンリ
ンクデータパケットのＩＰパケットヘッダフィールドを調査可能である場合、ＵＥ１１０
のＤＲＢは、ＩＰフローの粒度によって分割されてよい。ＩＰフローは、送信制御プロト
コル／インターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）接続を有する、５つの異なる値（５組
）の共通セットを共有する複数のＩＰパケットからなる。このセットは、使用中の送信元
ＩＰアドレス、送信元ポート番号、宛先ＩＰアドレス、宛先ポート番号、及びプロトコル
を含む。
【００４２】
　ＷＬＴＰトンネリングレイヤ２３０の構成は、有利であり、なぜなら、この構成は、３
ＧＰＰモデム内に埋め込まれた３ＧＰＰプロトコルスタック（即ち、ＰＤＣＰレイヤ２５
０情報）に明示的にアクセスすることなく、ＷＬＡＮトンネリングの独立した動作を許容
するからである。しかしながら、トレードオフとして、３ＧＰＰセキュリティ及び暗号化
機能がＷＬＴＰトンネリングレイヤ２３０に対して使用されることが出来ないことと、３
ＧＰＰプロトコルスタックにより提供される特定の機能性が、これらのレイヤについて重
複され得ることがある。
【００４３】
　図３は、ＩＰレイヤ３４０より下、及びセルラープロトコルスタックのＰＤＣＰ又はＲ
ＬＣ（ＰＤＣＰ／ＲＬＣ）レイヤ３５０の直下のトラフィック分割のために使用される、
集合的にＷＬＴＰトンネリングレイヤ３３０である、ＷＬＴＰトランスポートレイヤ３１
０及びＷＬＴＰカプセル化レイヤ３２０を示すプロトコルスタック３００のブロック図で
ある。図３のＲＬＣ＊上のアスタリスクは、ＷＬＴＰトンネリングレイヤ３３０がＰＤＣ
Ｐ／ＲＬＣレイヤ３５０中のＲＬＣ＊より下に、又はセルラーＲＬＣ／ＭＡＣ／物理（Ｐ
ＨＹ）レイヤ３６０中のＲＬＣ＊より上にあってよいことを意味する。言い換えれば、Ｗ
ＬＴＰは、ＰＤＣＰ又は無線リンクコントロール（ＲＬＣ）レイヤのいずれかより下で実
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行されてよい。
【００４４】
　トラフィック分割は、ＰＤＣＰ又はＲＬＣより下で起こるので、ＷＬＴＰペイロードタ
イプは、ＰＤＣＰ／ＲＬＣパケットにするであろう。また、ＩＰパケットヘッダは、スタ
ック３００における分割機能に対して可視化されていないので、ＵＥ１１０のＤＲＢは、
（負荷均衡及び帯域幅のアグリゲーションの目的のために）ＩＰフローの粒度によって分
割されるよう利用可能ではなく、代わりにＩＰ／ＰＤＣＰパケットの粒度によって分割さ
れるよう利用可能である。さらに、同一のＩＰフローの分割パケットは、ＷＬＡＮポイン
トツーポイント通信リンク１９０及びセルラーリンク１５０の両方を介して送信されてよ
く、その結果、送信されるパケットは受信機に順序がバラバラで到達する。即ち、個々の
ベアラは、単一の無線アクセス技術（ＬＴＥ若しくはＷＬＡＮ）経由で転送されるであろ
う、又は、ベアラはＬＴＥとＷＬＡＮとの間で分割され得るかのいずれかである。結果と
して、複数のパケットの並べ替えは、受信機で実行されてよく、ＰＤＣＰ又はより上のレ
イヤの機能（例えばコネクションマネージャ）における態様としてサポートされてよい。
【００４５】
　他の複数の集積プロトコルは、ＭＡＣレイヤにおいて、即ち、ＲＬＣレイヤ３６０より
下でトラフィックをオフロードするように使用され得ることにもまた留意されたい。その
ような場合においては、３ＧＰＰ　ＭＡＣレイヤは、「論理チャネル識別子」レイヤで動
作し、ｅＮＢ１２０及びＵＥ１１０は、各ＵＥに対して（ＵＥ毎に）複数のＤＲＢ識別子
と論理チャネル識別子との間のマッピングをストアし、その結果、トラフィックは、無線
リンクコントロール（ＲＬＣ）レイヤ３６０から及びそこへルーティングされ得る。ＭＡ
Ｃレイヤでのトラフィックのオフロードのために、ＷＬＴＰパケットヘッダが論理チャネ
ル識別子を直接的に含んでよい。しかしながら、一貫性のために、幾つかの実施形態は、
以前のサブセクションに説明された、前述のＤＲＢ識別子を使用することを継続し得る。
従って、複数のＤＲＢフローを、対応する論理チャネルリソースにマッピングすべく３Ｇ
ＰＰプロトコルスタックに依拠する。
【００４６】
　図４は、ＷＬＴＰを欠く別の実施形態を示す、プロトコルスタック４００のブロック図
である。従って、ＵＥ１１０又はｅＮＢ１２０は、ＷＬＴＰカプセル化なしでレイヤ２フ
レーム４１０において直接的にユーザの複数のＩＰパケットを送信してよい。それゆえ、
追加的なカプセル化は存在せず、セルラーＩＰパケットは、ＷＬＡＮポイントツーポイン
ト通信リンク１９０を経由してＷＬＡＮ１８０にわたって直接的に送信される。対照的に
、カプセル化が存在しない従来のレイヤ２フレームはＰＤＣＰパケットを直接的に搬送出
来ないので、ＷＬＴＰカプセル化は、スタック３００で使用されてよい。また、ＷＬＴＰ
は、ＵＥ毎及びＤＲＢ毎のアプローチの両方に対するサポートを容易にし、一方で、スタ
ック４００は、ＵＥ毎のアプローチに対するサポートを典型的には容易にしないであろう
。それでもなお、幾つかの他の実施形態において、新たな（又は、既存の）イーサタイプ
が、ＷＬＡＮ１８０にわたってＰＤＣＰ　ＰＤＵを搬送すべく使用（又は再使用）されて
よい。
【００４７】
　ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを共有するＵＥ及びｅＮＢのための制御プレ
ーンメッセージをサポートすることに関して、以下のように２つのアプローチが存在する
。即ち、ＬＴＥリンクにわたって制御メッセージを搬送する拡張されたＲＲＣ、又はＷＬ
ＡＮポイントツーポイント通信リンク１９０にわたって提供されるＷＬＴＰ制御である。
本開示は、図５に示されるような、ＷＬＴＰ制御プレーンプロトコルを記述することを含
む、第２のＷＬＴＰ制御アプローチの更に詳細を記述する。
【００４８】
　図５は、ＷＬＴＰトランスポートベースの実施形態に従う、ＷＬＴＰ制御プレーンメッ
セージの交換を示す。例えば、図５は、ＵＤＰベース又はイーサネット（登録商標）ベー
スのトランスポートメカニズムを含み得るＷＬＴＰトランスポートレイヤ５１０、及びＷ
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ＬＴＰカプセル化レイヤ５２０を示すプロトコルスタック５００のブロック図である。
【００４９】
　ＷＬＴＰ制御メッセージは、ＷＬＴＰ制御メッセージのタイプを識別するためのペイロ
ードタイプを含む。例えば、ＵＥ１１０がセルラーにわたってＵＥ１１０のトラフィック
を送信することからＷＬＡＮ１８０にわたってそのトラフィックを送信することに切り替
える前に、ＵＥ１１０は、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク１９０がなお接続さ
れているかどうかを判断すべく、ｅＮＢ１２０へＷＬＴＰ制御メッセージを送信してよく
、それに応じて、ｅＮＢ１２０が、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク１９０のス
テータスを示す制御メッセージで返信を返してよい。別の例において、ＵＥ１１０がＷＬ
ＡＮポイントツーポイント通信リンク１９０のＱｏＳを評価するために使用し得るダミー
プローブをｅＮＢ１２０が送信し、それから、ｅＮＢ１２０がＷＬＴＰ制御メッセージの
形式でダミープローブをＵＥ１１０へ送信することをＵＥ１１０は要求してよい。様々な
制御メッセージの追加的な詳細は、当業者により理解されるであろう。
【００５０】
　図６は、ＷＬＡＮパケットフォーマットの２つの例を示す。
【００５１】
　第１のＷＬＡＮパケット６００は、ＩＥＥＥ８０２．１１ＭＡＣ／ＰＨＹパケットヘッ
ダ６１０及びＩＥＥＥ８０２．２規格の論理リンク制御（ＬＬＣ）／サブネットアクセス
プロトコル（ＳＮＡＰ）パケットヘッダ６２０を有し、これらは、ＷＬＡＮパケットヘッ
ダを含む。ＷＬＡＮペイロードは、ＷＬＴＰパケットヘッダ６３０及びＷＬＴＰペイロー
ド６４０を含むＷＬＴＰパケットを有する。本実施形態において、ＷＬＴＰトランスポー
トは、８０２．２ＬＬＣ／ＳＮＡＰパケットヘッダ６２０におけるイーサタイプフィール
ドの予め規定された値により識別される、新たなタイプのイーサネット（登録商標）フレ
ームに基づく。従って、ＷＬＴＰペイロード６４０は、ＷＬＡＮポイントツーポイント通
信リンク１９０経由でＵＥ１１０とｅＮＢ１２０との間で交換され得る、ＩＰパケット、
ＰＤＣＰパケット、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＲＲＣパケット、又は任意の制御メッセージであ
ってよい。
【００５２】
　第２のＷＬＡＮパケット６６０は、ＷＬＡＮパケット６００のパケットヘッダと同様の
ＷＬＡＮパケットヘッダを有するが、ＷＬＡＮペイロードは、ＩＰパケットヘッダ６７０
、ＵＤＰパケットヘッダ６８０、並びに、ＷＬＴＰパケットヘッダ６３０及びＷＬＴＰペ
イロード６４０を含むＷＬＴＰパケットを有する。本実施形態において、ＷＬＴＰトラン
スポートは、ＵＤＰパケットヘッダ６８０において識別されるＵＤＰポート番号の予め規
定された値により識別されるＵＤＰ接続に基づく。しかしながら、上記の実施形態の両方
において、ＷＬＴＰパケットフォーマットは、ＷＬＴＰトランスポートがＵＤＰであるか
、又はイーサネット（登録商標）フレームの新たなタイプであるかに関わらず同一である
。
【００５３】
　ＷＬＴＰパケットヘッダ６３０は、以下のフィールドから構成され得る。即ち、符号な
しの整数Ｔ、トンネリングパケットのシーケンス番号ＳＮ、遅延測定に対するＤ、及び符
号なしの整数であるＤＲＢ識別子（ＩＤ）である。これらは、以下の４段落において説明
される。
【００５４】
　"Ｔ"は、ＷＬＴＰペイロードタイプ、例えば、ＩＰｖ４、ＩＰｖ６、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ
、ＭＡＣ　ＰＤＵ、又はＷＬＴＰ制御メッセージを示す。
【００５５】
　"ＳＮ"は、３ＧＰＰとＷＬＡＮとの間でトラフィックを後方及び前方に切り替える場合
、パケット損失を測定し、分割機能を実行し、パケットを再順序付けするためのものであ
る。このフィールドは、ＰＤＣＰパケットヘッダもまたＳＮを有するので、スタック４０
０を使用する場合（図４）、除外されてよい。
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【００５６】
　"Ｄ"は、ミリ秒（ｍｓ）の単位での送信時間間隔のジッタ測定又は遅延の受信について
のものである。それが基本的には提供する手段により、いつパケットが送信機（ｅＮＢ１
２０又はＵＥ１１０クライアントのいずれか）から送信されているか、及び前述のパケッ
トと以前に送信されたパケットとの間の間隔を測定する。
【００５７】
　"ＤＲＢ　ＩＤ"は、パケットのＤＲＢを識別するためのものである。それは、ＷＬＡＮ
ポイントツーポイント通信リンク１９０自体は、実際に（ＤＲＢ毎に）複数のリンクであ
る場合、無視され得るが、それ以外の、リンク１９０がＵＥ毎のベースにある状況につい
て有用である。そのアプローチにおいて、ＵＥの異なるベアラの全てが同一のリンク１９
０にわたって送信され、その結果、ＤＲＢ　ＩＤは、各パケットがどのベアラに属するか
を識別する。
【００５８】
　図７は、図２のスタック２００の複数の拡張を示す。トラフィックが、ＩＰレイヤ２４
０の直下で分割されるので、ＰＤＣＰレイヤ２５０に存在する情報は、セルラーリンク１
５０にわたって通常は送信され、従ってＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク１９０
においては提供されない。例えば、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク１９０にわ
たって送信されるパケットは、共通シーケンス番号のようなＰＤＣＰセルラー情報を通常
は欠く。従って、スタック２００において、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク１
９０及びセルラーリンク１５０の共同測定を実行すること、又は、そのことについては、
（再び、スタック２００のＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク１９０は、共通制御
情報を通常は搬送しないので）並べ替え又は分割を実行することは、課題となるであろう
。
【００５９】
　共通制御情報を提供するために、及びベアラ分割及び並べ替えをサポートするためにス
タック２００を拡張すべく、図７は、以下の拡張を示す。即ち、ＷＬＡＮ及びセルラース
タックの両方の上部のＷＬＴＰカプセル化レイヤである。具体的には、図７は、トラフィ
ック分割のために用いられるＷＬＴＰトンネリングレイヤ７３０として集合的に称される
、ＷＬＴＰトランスポートレイヤ７１０及びＷＬＴＰカプセル化レイヤ７２０を示すプロ
トコルスタック７００のブロック図である。スタック２００（図２）の場合のように、Ｗ
ＬＴＰトンネリングレイヤ７３０がインターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤ７４０の直
下にあり、その結果、ＩＰパケットが、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク１９０
経由で送信されるＷＬＴＰパケット内にネストされることを図７は示す。しかし、スタッ
ク２００においてとは異なり、拡張されたＰＤＣＰレイヤ７５０は、ＷＬＴＰカプセル化
レイヤ７２０より下にある。従って、スタック７００において、ＷＬＴＰカプセル化レイ
ヤ７２０は、ベアラ分割及び並べ替えの目的でＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンク
１９０及びセルラーリンク１５０の両方の上で実行する。
【００６０】
　スタック７００は、ＷＬＡＮ及びセルラースタックの両方の上部にＷＬＴＰカプセル化
レイヤ７２０を有する。しかしながら、図８のレガシーパケットフォーマット８００にお
いて示されるように、現在の複数のＬＴＥデバイスは、ＩＰパケット８２０をカプセル化
する従来のＰＤＣＰパケットヘッダ８１０をサポートするよう設計されている。従って、
これらのデバイスは、ＷＬＴＰカプセル化レイヤ７２０内にネストされたＩＰレイヤ７４
０を支持するＰＤＣＰレイヤ７５０を必ずしも認識しないであろう。
【００６１】
　従って、図８はまた、ＰＤＣＰレイヤ７５０がＷＬＴＰトンネリングレイヤ７３０を支
持することを可能とする拡張されたＰＤＣＰパケットフォーマット８５０を示す。その結
果、複数のＬＴＥデバイスは、ＷＬＴＰカプセル化レイヤ７２０内にネストされたＩＰレ
イヤ７４０を受け入れるよう容易に構成され得る。ＰＤＣＰパケットフォーマット８５０
は、ＰＤＣＰパケットヘッダ８６０に続いて、かつ、ＩＰパケットヘッダ８７０の前に（
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即ち、前部に）、ショートＷＬＴＰパケットヘッダ８８０を含む。図８はまた、従来のＰ
ＤＣＰパケットヘッダ８１０において３つの予約された"Ｒ"ビットのうちの第１のものが
ＰＤＣＰパケットフォーマット８５０のＰＤＣＰパケットヘッダ８６０において"Ｍ"ビッ
トとして使用されることを示す。 "Ｍ"ビットは、ＰＤＣＰパケットヘッダ８６０がＷＬ
ＴＰパケット、即ち、拡張されたＰＤＣＰペイロードをカプセル化するか否かを示すよう
使用される。ここで、拡張されたＰＤＣＰペイロードは、ショートＷＬＴＰパケットヘッ
ダ８８０並びにショートＷＬＴＰパケットヘッダ８８０フィールドにより識別されたＩＰ
パケット８２０（ＩＰパケットヘッダ８７０及びＩＰデータペイロード８９０）の形式に
おけるＷＬＴＰペイロードを含む。ＰＤＣＰパケットヘッダ８６０はまた、ＰＤＣＰペイ
ロードがデータについて、又は制御についてのものであるか否かを示すＤ／Ｃビット、及
び、ＰＤＣＰ　ＳＮの第１の４ビット及び追加的な８ビットを含む。
【００６２】
　パケットがセルラーリンク１５０にわたって送信される場合、ショートＷＬＴＰパケッ
トヘッダ８８０の複数のフィールドは、オプション的に低減されてよい。例えば、セルラ
ーリンク１５０にわたって送信される場合、ショートＷＬＴＰパケットヘッダ８８０は、
"ＳＮ"及び"Ｔ"情報をオプション的に包含してよいが、"Ｄ"又は"ＤＲＢ　ＩＤ"情報を除
外してよい。
【００６３】
　ＰＤＣＰは、ＰＤＣＰペイロードにおいてＩＰパケットを正確に配置すべく、ショート
ＷＬＴＰパケットヘッダ８８０フィールドの長さを特定するのみであり、その結果、それ
は、ヘッダ圧縮を実行することが出来ることに留意されたい。ショートＷＬＴＰパケット
ヘッダ８８０のフォーマットは、ＷＬＴＰにより決定されるであろう。
【００６４】
　［実施例］
　本明細書に説明される複数の実施形態は、任意の適切に構成されたハードウェア及び／
又はソフトウェアを使用してシステムへと実装されてよい。図９は、一実施形態について
、少なくとも示されるように互いに結合された、無線周波数（ＲＦ）回路、ベースバンド
回路、アプリケーション回路、メモリ／ストレージ、ディスプレイ、カメラ、センサ及び
入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェースを備える例示のシステムを示す。
【００６５】
　アプリケーション回路は、限定されないが、１又は複数のシングルコアプロセッサ又は
マルチコアプロセッサのような回路を有してよい。プロセッサは、汎用プロセッサ及び専
用プロセッサ（例えば、複数のグラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ
等）の任意の組み合わせを有してよい。システム上で実行する様々なアプリケーション及
び／又はオペレーティングシステムを有効にすべく、プロセッサは、メモリ／ストレージ
と結合されてよく、メモリ／ストレージにストアされた命令を実行するよう構成されてよ
い。
【００６６】
　ベースバンド回路は、限定されないが、１又は複数のシングルコアプロセッサ又はマル
チコアプロセッサのような回路を有してよい。プロセッサは、ベースバンドプロセッサを
有してよい。ベースバンド回路は、ＲＦ回路を経由した１又は複数の無線ネットワークと
の通信を可能とする様々な無線制御機能を処理してよい。無線制御機能は、限定されない
が、信号変調、エンコード、デコード、無線周波数シフトをすること等を含んでよい。幾
つかの実施形態において、ベースバンド回路は、１又は複数の無線技術と互換性のある通
信を提供し得る。例えば、幾つかの実施形態において、ベースバンド回路は、進化型ユニ
バーサル地上波無線アクセスネットワーク（ＥＵＴＲＡＮ）及び／又は他のワイヤレスメ
トロポリタンエリアネットワーク（ＷＭＡＮ）、ＷＬＡＮ、若しくはワイヤレスパーソナ
ルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）による通信をサポートしてよい。ベースバンド回路が
１より多いワイヤレスプロトコルの無線通信をサポートするよう構成された複数の実施形
態は、マルチモードベースバンド回路と呼ばれ得る。
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【００６７】
　様々な実施形態において、ベースバンド回路は、厳密にはベースバンド周波数にあるも
のとしてみなされない複数の信号によって動作する回路を有してよい。例えば、幾つかの
実施形態において、ベースバンド回路は、ベースバンド周波数と無線周波数との間の周波
数である、中間周波数を有する信号によって動作する回路を有してよい。
【００６８】
　ＲＦ回路は、非固体媒質を介して変調された電磁放射を使用して、ワイヤレスネットワ
ークと通信することを可能にし得る。様々な実施形態において、ＲＦ回路は、ワイヤレス
ネットワークとの通信を容易にすべく、スイッチ、フィルタ、増幅器等を有してよい。
【００６９】
　様々な実施形態において、ＲＦ回路は、厳密には無線周波数にあるものとしてみなされ
ない複数の信号によって動作する回路を有してよい。例えば、幾つかの実施形態において
、ＲＦ回路は、ベースバンド周波数と無線周波数との間の周波数である、中間周波数を有
する信号によって動作する回路を有してよい。
【００７０】
　幾つかの実施形態において、ベースバンド回路、アプリケーション回路、及び／又はメ
モリ／ストレージの構成コンポーネントの幾つか又は全ては、システム・オン・ア・チッ
プ（ＳＯＣ）上に共に実装されてよい。
【００７１】
　メモリ／ストレージは、データ、及び／又は、例えばオペレーティングシステムについ
ての命令をロード及びストアすべく使用されてよい。一実施形態に対するメモリ／ストレ
ージは、適切な揮発性メモリ（例えば、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ
））及び／又は不揮発性メモリ（例えば、フラッシュメモリ）の任意の組み合わせを有し
てよい。
【００７２】
　様々な実施形態において、Ｉ／Ｏインタフェースは、ユーザがシステムと相互作用する
ことを可能とするよう設計された１又は複数のユーザインタフェース及び／又はペリフェ
ラルコンポーネントのシステムとの相互作用を可能とするよう設計されたペリフェラルコ
ンポーネントインタフェースとを有してよい。ユーザインタフェースは、限定されないが
、物理キーボード又はキーパッド、タッチパッド、スピーカ、マイク等を含んでよい。ペ
リフェラルコンポーネントインタフェースは、限定されないが、不揮発性メモリポート、
ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、オーディオジャッキ及び電力供給インタフ
ェースを含んでよい。
【００７３】
　様々な実施形態において、複数のセンサは、システムに関連した環境条件及び／又は位
置情報を判断すべく、１又は複数の検知デバイスを含んでよい。幾つかの実施形態におい
て、センサは、限定されないが、ジャイロセンサ、加速度計、近接センサ、周辺光センサ
及び測位ユニットを含んでよい。測位ユニットはまた、測位ネットワーク、例えば全地球
測位システム（ＧＰＳ）衛星のコンポーネントと通信すべく、ベースバンド回路及び／又
はＲＦ回路の一部であってよく、又はそれらと相互作用してよい。
【００７４】
　様々な実施形態において、ディスプレイは、液晶ディスプレイ、又はタッチスクリーン
ディスプレイのようなディスプレイ等を含んでよい。
【００７５】
　様々な実施形態において、システムは、限定されないが、ラップトップコンピューティ
ングデバイス、タブレットコンピューティングデバイス、ネットブック、ウルトラブック
（登録商標）又はスマートフォンのようなモバイルコンピューティングデバイスであって
よい。様々な実施形態において、システムは、より多くの又はより少ないコンポーネント
及び／又は異なるアーキテクチャを有してよい。
【００７６】
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　以下は追加的な実施例である。
【００７７】
　［例１］
　セルラーデータ及びコントロールトラフィックを通信するためのユーザ機器（ＵＥ）で
あって、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ワイヤレスネットワークの無線インタ
フェースを介してセルラーコントロールトラフィックを進化型ユニバーサル地上波無線ア
クセスネットワークノードＢ（ｅＮＢ）と通信し、ワイヤレスローカルエリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ）において、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを介したｅＮＢを有
するセルラーデータトラフィックの通信のためにｅＮＢを有するＷＬＡＮポイントツーポ
イント通信リンクを確立し、セルラーデータトラフィックをＷＬＡＮポイントツーポイン
ト通信リンクを介してｅＮＢへ通信するよう構成された回路を備えるＵＥ。
【００７８】
　［例２］
　ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクは一組のＷＬＡＮポイントツーポイント通信
リンクを備え、一組のＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクの各メンバは、ｅＮＢか
らの制御メッセージにおいて受信されるデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）識別子により識別さ
れる、例１に記載のＵＥ。
【００７９】
　［例３］
　ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在するインターネットプロトコ
ル（ＩＰ）レイヤの複数のＩＰパケットをカプセル化するためのレイヤ１及びレイヤ２の
パケットフォーマットに従ってセルラーデータトラフィックを回路は通信するよう更に構
成される、例１又は２のいずれかに記載のＵＥ。
【００８０】
　［例４］
　ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在するインターネットプロトコ
ル（ＩＰ）レイヤの複数のＩＰパケットをカプセル化するためのＷＬＡＮトンネリングプ
ロトコル（ＷＬＴＰ）パケットフォーマットに従ってセルラーデータトラフィックを回路
は通信するよう更に構成される、例１又は２のいずれかに記載のＵＥ。
【００８１】
　［例５］
　ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在するパケットデータコンバー
ジェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤの複数のＰＤＣＰパケットをカプセル化するため
のＷＬＡＮトンネリングプロトコル（ＷＬＴＰ）パケットフォーマットに従ってセルラー
データトラフィックを回路は通信するよう更に構成される、例１又は２のいずれかに記載
のＵＥ。
【００８２】
　［例６］
　ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在する無線リンクコントロール
（ＲＬＣ）レイヤの複数のＲＬＣパケットをカプセル化するためのＷＬＡＮトンネリング
プロトコル（ＷＬＴＰ）パケットフォーマットに従ってセルラーデータトラフィックを回
路は通信するよう更に構成される、例１又は２のいずれかに記載のＵＥ。
【００８３】
　［例７］
　インターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤより下又はパケットデータコンバージェンス
プロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤより下に規定されたＷＬＡＮトンネリングプロトコル（Ｗ
ＬＴＰ）トンネリングレイヤにおいてセルラーデータトラフィックを回路は通信するよう
更に構成され、ＷＬＴＰトンネリングレイヤは、ＷＬＴＰカプセル化レイヤによりカプセ
ル化されたＷＬＴＰトランスポートレイヤを含む、例１又は２及び４から６のいずれかに
記載のＵＥ。
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【００８４】
　［例８］
　セルラーネットワークにおけるワイヤレス通信のためのユーザ機器（ＵＥ）であって、
ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）接続を介して受信する無線周波数受
信機と、進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワークノードＢ（ｅＮＢ）によっ
て、ユーザプレーン及び制御プレーンセルラーパケットと、ＷＬＡＮ接続にわたって受信
されるユーザプレーン及び制御プレーンセルラーパケットにおけるＷＬＡＮトンネリング
プロトコル（ＷＬＴＰ）パケットフォーマットを識別するベースバンドコントローラとを
備え、ＷＬＴＰパケットフォーマットはＷＬＴＰパケットヘッダ及びＷＬＴＰペイロード
を有する、ＵＥ。
【００８５】
　［例９］
　ＷＬＴＰパケットフォーマットは、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）／インタ
ーネットプロトコル（ＩＰ）フレームに含まれ、ＵＤＰ／ＩＰフレームは、ＵＤＰ／ＩＰ
フレームがＷＬＴＰペイロードを含むことを示す予め規定されたＵＤＰポート値を有する
、例８に記載のＵＥ。
【００８６】
　［例１０］
　ＷＬＴＰパケットフォーマットは、米国電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．２規
格フレームパケットヘッダにおいて含まれるイーサタイプフィールドの予め規定された値
により識別されるイーサネット（登録商標）フレームに含まれる、例８に記載のＵＥ。
【００８７】
　［例１１］
　ＷＬＴＰペイロードは、ＷＬＡＮ接続を経由してＵＥとｅＮＢとの間に交換される、イ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）パケット、パケットデータコンバージェンスプロトコル
（ＰＤＣＰ）パケット、無線リソース制御（ＲＲＣ）パケット、又は制御メッセージの形
式であり得る、例８から１０のいずれかに記載のＵＥ。
【００８８】
　［例１２］
　ＷＬＴＰパケットヘッダは、セルラーパケットのシーケンシャルな順序を確立すべくシ
ーケンス番号を含む、例８から１１のいずれかに記載のＵＥ。
【００８９】
　［例１３］
　ＷＬＴＰパケットヘッダは、ＷＬＴＰペイロードをＷＬＡＮ接続のサービス品質（Ｑｏ
Ｓ）を表す情報を含むものとして識別する例８から１２のいずれかに記載のＵＥ。
【００９０】
　［例１４］
　ＷＬＴＰパケットヘッダは、ＷＬＴＰペイロードをＷＬＴＰペイロードについてのデー
タ無線ベアラの識別子を含むものとして識別する、例８から１３のいずれかに記載のＵＥ
。
【００９１】
　［例１５］
　クライアントと基地局とのＹｙインタフェースにより規定されるワイヤレスローカルエ
リアネットワーク（ＷＬＡＮ）ポイントツーポイント通信リンクを確立する方法であって
、クライアントと基地局とのＵｕインタフェースを介して第１の制御メッセージを基地局
から受信する段階と、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを識別するための基地局
から提供される第１の識別子を第１の制御メッセージから判断する段階と、基地局に第２
の制御メッセージを送信し、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを識別するために
クライアントにより提供される第２の識別子を提供する段階とを備え、第１の識別子及び
第２の識別子は、クライアント及び基地局のＹｙインタフェースにより規定されるＷＬＡ
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Ｎポイントツーポイント通信リンクを集合的に識別する、方法。
【００９２】
　［例１６］
　ユーザ機器（ＵＥ）毎のベースで、ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを確立す
るための第１の識別子として、基地局の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレスを受信する
段階を更に備える、例１５に記載の方法。
【００９３】
　［例１７］
　ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクは、クライアントの複数のデータ無線ベアラ
（ＤＲＢ）に対応する複数のＷＬＡＮポイントツーポイントリンクを有する、例１５に記
載の方法。
【００９４】
　［例１８］
　ＤＲＢに関連付けられた予め規定されたサービス品質（ＱｏＳ）パラメータの適用のた
めに、対応するＤＲＢへのＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを介して受信される
セルラートラフィックを基地局がマッピングすることを許容すべく、クライアントから通
信されるパケットヘッダ情報におけるデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）情報を通信する段階を
更に備える例１５から１７のいずれかに記載の方法。
【００９５】
　［例１９］
　第１の制御メッセージは、ｅＮＢでサポートされた多数のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）
を示す無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを有する、例１５、１７、１８のいずれか
に記載の方法。
【００９６】
　［例２０］
　Ｙｙインタフェースを介して第３の制御メッセージを送信する段階を更に備える、例１
５から１９のいずれかに記載の方法。
【００９７】
　［例２１］
　セルラーデータ及びコントロールトラフィックを通信するためのユーザ機器（ＵＥ）に
より実行される方法であって、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ワイヤレスネッ
トワークの無線インタフェースを介してセルラーコントロールトラフィックを進化型ユニ
バーサル地上波無線アクセスネットワークノードＢ（ｅＮＢ）と通信する段階と、ワイヤ
レスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）において、ＷＬＡＮポイントツーポイント
通信リンクを介したｅＮＢを有するセルラーデータトラフィックの通信のためにｅＮＢを
有するＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを確立する段階と、セルラーデータトラ
フィックをＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを介してｅＮＢへ通信する段階とを
備える方法。
【００９８】
　［例２２］
　ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクは一組のＷＬＡＮポイントツーポイント通信
リンクを備え、一組のＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクの各メンバは、ｅＮＢか
らの制御メッセージにおいて受信されるデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）識別子により識別さ
れる、例２１に記載の方法。
【００９９】
　［例２３］
　ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在するインターネットプロトコ
ル（ＩＰ）レイヤのＩＰパケットをカプセル化するためのレイヤ１及びレイヤ２のパケッ
トフォーマットに従うセルラーデータトラフィックを回路は更に通信するよう構成される
、例２１又は２２のいずれかに記載の方法。
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【０１００】
　［例２４］
　ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在するインターネットプロトコ
ル（ＩＰ）レイヤのＩＰパケットをカプセル化するためのＷＬＡＮトンネリングプロトコ
ル（ＷＬＴＰ）のパケットフォーマットに従うセルラーデータトラフィックを回路は更に
通信するよう構成される、例２１又は２２のいずれかに記載の方法。
【０１０１】
　［例２５］
　ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在するパケットデータコンバー
ジェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤのＰＤＣＰパケットをカプセル化するためのＷＬ
ＡＮトンネリングプロトコル（ＷＬＴＰ）のパケットフォーマットに従うセルラーデータ
トラフィックを回路は更に通信するよう構成される、例２１又は２２のいずれかに記載の
方法。
【０１０２】
　［例２６］
　ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在する無線リンクコントロール
（ＲＬＣ）レイヤのＲＬＣパケットをカプセル化するためのＷＬＡＮトンネリングプロト
コル（ＷＬＴＰ）のパケットフォーマットに従うセルラーデータトラフィックを回路は更
に通信するよう構成される、例２１又は２２のいずれかに記載の方法。
【０１０３】
　［例２７］
　インターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤより下又はパケットデータコンバージェンス
プロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤより下に規定されたＷＬＡＮトンネリングプロトコル（Ｗ
ＬＴＰ）トンネリングレイヤにおいてセルラーデータトラフィックを通信する段階を更に
備え、ＷＬＴＰトンネリングレイヤは、ＷＬＴＰカプセル化レイヤによりカプセル化され
たＷＬＴＰトランスポートレイヤを含む、例２１から２２及び２４から２６のいずれかに
記載の方法。
【０１０４】
　［例２８］
　セルラーネットワークにおけるワイヤレス通信のためのユーザ機器（ＵＥ）により実行
される方法であって、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）接続を介して
受信する段階と、進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワークノードＢ（ｅＮＢ
）によって、ユーザプレーン及び制御プレーンセルラーパケットと、ＷＬＡＮ接続にわた
って受信されるユーザプレーン及び制御プレーンセルラーパケットにおけるＷＬＡＮトン
ネリングプロトコル（ＷＬＴＰ）パケットフォーマットを識別する段階とを備え、ＷＬＴ
ＰパケットフォーマットはＷＬＴＰパケットヘッダ及びＷＬＴＰペイロードを有する、方
法。
【０１０５】
　［例２９］
　ユーザデータグラムプロトコルのおいて含まれるＷＬＴＰパケットフォーマットは、ユ
ーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）／インターネットプロトコル（ＩＰ）フレームが
ＷＬＴＰペイロードを含むことを示す予め規定されたＵＤＰポート値を有するＵＤＰ／Ｉ
Ｐフレームに有される例２８に記載の方法。
【０１０６】
　［例３０］
　ＷＬＴＰパケットフォーマットは、米国電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．２規
格フレームパケットヘッダにおいて含まれるイーサタイプフィールドの予め規定された値
により識別されるイーサネット（登録商標）フレームに含まれる例２８に記載の方法。
【０１０７】
　［例３１］
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　ＷＬＴＰペイロードは、ＷＬＡＮ接続を経由してＵＥとｅＮＢとの間に交換される、イ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）パケット、パケットデータコンバージェンスプロトコル
（ＰＤＣＰ）パケット、無線リソース制御（ＲＲＣ）パケット、又は制御メッセージの形
式であり得る、例２８から３０のいずれかに記載の方法。
【０１０８】
　［例３２］
　ＷＬＴＰパケットヘッダは、セルラーパケットのシーケンシャルな順序を確立すべくシ
ーケンス番号を含む、例２８から３１のいずれかに記載の方法。
【０１０９】
　［例３３］
　ＷＬＴＰパケットヘッダは、ＷＬＴＰペイロードをＷＬＡＮ接続のサービス品質（Ｑｏ
Ｓ）を表す情報を含むものとして識別する例２８から３２のいずれかに記載の方法。
【０１１０】
　［例３４］
　ＷＬＴＰパケットヘッダは、ＷＬＴＰペイロードをＷＬＴＰペイロードについてのデー
タ無線ベアラの識別子を含むものとして識別する、例２８から３３のいずれかに記載の方
法。
【０１１１】
　［例３５］
　実行された場合、例１５から３４のいずれか１つに記載の方法を実装する機械可読命令
を備える機械可読ストレージ。
【０１１２】
　［例３６］
　例１５から３４のいずれか１つに記載の方法を実行するための手段を備えるシステム。
【０１１３】
　［例３７］
　例１５から２０のいずれか１つに記載の方法を実行するためのロジックを備えるＵＥ。
【０１１４】
　１又は複数の実装の上記の説明は、網羅的であること又は本発明の範囲を開示された正
確な形式に限定することを意図するものではない。修正形態及び変更形態が上記の教示に
照らして可能であり、又は本発明の様々な実装を実施することから取得され得る。
【０１１５】
　本発明の根本的な原理から逸脱することなく、上に説明された実施形態の詳細に対して
、多くの変更がなされてよいことが当業者により理解されるであろう。従って、本発明の
範囲は、以下の特許請求の範囲によってのみ決定されるべきである。
［項目１］
　セルラーデータ及びコントロールトラフィックを通信するためのユーザ機器（ＵＥ）で
あって、
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ワイヤレスネットワークの無線インタフェー
スを介してセルラーコントロールトラフィックを進化型ユニバーサル地上波無線アクセス
ネットワークノードＢ（ｅＮＢ）と通信し、
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）において、ＷＬＡＮポイントツー
ポイント通信リンクを介した上記ｅＮＢを有するセルラーデータトラフィックの通信のた
めに上記ｅＮＢを有する上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを確立し、
　上記セルラーデータトラフィックを上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを介
して上記ｅＮＢへ通信する回路を備えるＵＥ。
［項目２］
　上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクは一組のＷＬＡＮポイントツーポイント
通信リンクを備え、上記一組のＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクの各メンバは、
上記ｅＮＢからの制御メッセージにおいて受信されるデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）識別子



(20) JP 6376478 B2 2018.8.22

10

20

30

40

50

により識別される、項目１に記載のＵＥ。
［項目３］
　上記ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在するインターネットプロ
トコル（ＩＰ）レイヤの複数のＩＰパケットをカプセル化するためのレイヤ１及びレイヤ
２のパケットフォーマットに従う上記セルラーデータトラフィックを上記回路は更に通信
する項目１又は２に記載のＵＥ。
［項目４］
　上記ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在するインターネットプロ
トコル（ＩＰ）レイヤの複数のＩＰパケットをカプセル化するためのＷＬＡＮトンネリン
グプロトコル（ＷＬＴＰ）パケットフォーマットに従って上記セルラーデータトラフィッ
クを上記回路は更に通信する項目１又は２に記載のＵＥ。
［項目５］
　上記ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在するパケットデータコン
バージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤの複数のＰＤＣＰパケットをカプセル化する
ためのＷＬＡＮトンネリングプロトコル（ＷＬＴＰ）パケットフォーマットに従って上記
セルラーデータトラフィックを上記回路は更に通信する項目１又は２に記載のＵＥ。
［項目６］
　上記ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在する無線リンクコントロ
ール（ＲＬＣ）レイヤの複数のＲＬＣパケットをカプセル化するためのＷＬＡＮトンネリ
ングプロトコル（ＷＬＴＰ）パケットフォーマットに従って上記セルラーデータトラフィ
ックを上記回路は更に通信する項目１又は２に記載のＵＥ。
［項目７］
　インターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤより下又はパケットデータコンバージェンス
プロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤより下に規定されたＷＬＡＮトンネリングプロトコル（Ｗ
ＬＴＰ）トンネリングレイヤにおいて上記セルラーデータトラフィックを上記回路は更に
通信し、上記ＷＬＴＰトンネリングレイヤは、ＷＬＴＰカプセル化レイヤによりカプセル
化されたＷＬＴＰトランスポートレイヤを含む、項目１又は２に記載のＵＥ。
［項目８］
　セルラーネットワークにおけるワイヤレス通信のためのユーザ機器（ＵＥ）であって、
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）接続を介して受信する無線周波数
受信機と、
　進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワークノードＢ（ｅＮＢ）によって、ユ
ーザプレーン及び制御プレーンセルラーパケットと、
　上記ＷＬＡＮ接続にわたって受信される上記ユーザプレーン及び上記制御プレーンセル
ラーパケットにおけるＷＬＡＮトンネリングプロトコル（ＷＬＴＰ）パケットフォーマッ
トを識別するベースバンドコントローラとを備え、上記ＷＬＴＰパケットフォーマットは
ＷＬＴＰパケットヘッダ及びＷＬＴＰペイロードを有する、ＵＥ。
［項目９］
　上記ＷＬＴＰパケットフォーマットは、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）／イ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）フレームに含まれ、上記ＵＤＰ／ＩＰフレームは、上記
ＷＬＴＰペイロードを含むことを示す予め規定されたＵＤＰポート値を有する、項目８に
記載のＵＥ。
［項目１０］
　上記ＷＬＴＰパケットフォーマットは、米国電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．
２規格フレームパケットヘッダにおいて含まれるイーサタイプフィールドの予め規定され
た値により識別されるイーサネット（登録商標）フレームに含まれる項目８に記載のＵＥ
。
［項目１１］
　上記ＷＬＴＰペイロードは、上記ＷＬＡＮ接続を経由して上記ＵＥと上記ｅＮＢとの間
に交換される、インターネットプロトコル（ＩＰ）パケット、パケットデータコンバージ
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ェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）パケット、無線リソース制御（ＲＲＣ）パケット、又は制
御メッセージの形式であり得る、項目８から１０のいずれか１項に記載のＵＥ。
［項目１２］
　上記ＷＬＴＰパケットヘッダは、セルラーパケットのシーケンシャルな順序を確立すべ
くシーケンス番号を含む、項目８から１０のいずれか１項に記載のＵＥ。
［項目１３］
　上記ＷＬＴＰパケットヘッダは、上記ＷＬＴＰペイロードを上記ＷＬＡＮ接続のサービ
ス品質（ＱｏＳ）を表す情報を含むものとして識別する項目８から１０のいずれか１項に
記載のＵＥ。
［項目１４］
　上記ＷＬＴＰパケットヘッダは、上記ＷＬＴＰペイロードを上記ＷＬＴＰペイロードに
ついてのデータ無線ベアラの識別子を含むものとして識別する、項目８から１０のいずれ
か１項に記載のＵＥ。
［項目１５］
　クライアントと基地局とのＹｙインタフェースにより規定されるワイヤレスローカルエ
リアネットワーク（ＷＬＡＮ）ポイントツーポイント通信リンクを確立する方法であって
、
　上記クライアントと上記基地局とのＵｕインタフェースを介して第１の制御メッセージ
を上記基地局から受信する段階と、
　上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを識別するための上記基地局から提供さ
れる第１の識別子を上記第１の制御メッセージから判断する段階と、
　上記基地局に第２の制御メッセージを送信し、上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信
リンクを識別するために上記クライアントにより提供される第２の識別子を提供する段階
とを備え、
　上記第１の識別子及び上記第２の識別子は、上記クライアント及び上記基地局の上記Ｙ
ｙインタフェースにより規定される上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを集合
的に識別する、方法。
［項目１６］
　ユーザ機器（ＵＥ）毎のベースで、上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを確
立するための上記第１の識別子として、上記基地局の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレ
スを受信する段階を更に備える、項目１５に記載の方法。
［項目１７］
　上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクは、上記クライアントの複数のデータ無
線ベアラ（ＤＲＢ）に対応する複数のＷＬＡＮポイントツーポイントリンクを有する、項
目１５に記載の方法。
［項目１８］
　複数のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）に関連付けられた予め規定されたサービス品質（Ｑ
ｏＳ）パラメータの適用のために、対応する上記複数のＤＲＢへの上記ＷＬＡＮポイント
ツーポイント通信リンクを介して受信されるセルラートラフィックを上記基地局がマッピ
ングすることを許容すべく、上記クライアントから通信されるパケットヘッダ情報におけ
るＤＲＢ情報を通信する段階を更に備える項目１５に記載の方法。
［項目１９］
　上記第１の制御メッセージは、ｅＮＢでサポートされた多数のデータ無線ベアラ（ＤＲ
Ｂ）を示す無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを有する、項目１５に記載の方法。
［項目２０］
　上記Ｙｙインタフェースを介して第３の制御メッセージを送信する段階を更に備える、
項目１５に記載の方法。
［項目２１］
　実行された場合、項目１５から２０のいずれか１項に記載の方法を実装する機械可読命
令を備える機械可読ストレージ。
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［項目２２］
　項目１５から２０のいずれか１項に記載の方法を実行するための手段を備えるシステム
。
［項目２３］
　項目１５から２０のいずれか１項に記載の方法を実行するためのロジックを備えるＵＥ
。
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